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令和２年度第１回消防委員会 資料

令和２年８月１８日（火）

消防体制について（報告）

１．日勤救急隊の運用について

令和 2年 2月 10日（月）に開催された第 3回消防委員会において答申を頂

きました日勤救急隊の早期運用については、高規格救急自動車の購入と人員

確保が必要となります。高規格救急自動車の購入については、7月に開催され

た令和 2年第 5回野田市議会において補正予算として承認頂きましたので、

令和 2年第 6回野田市議会にて契約承認頂き、令和 3年 1月納期で購入を予

定しています。

また、本年 11月 1日に消防職員 5名程度の採用を予定しており、日勤救急

隊の人員を確保します。現在、運用要項等について検討中で、令和 3年 2月初

旬の運用開始を目途に準備を進めています。

２．消防職員の定数改正について

更なる消防力の充実強化を図るため、令和 2年第 1回野田市議会にて野田

市職員定数条例の一部が改正され、消防職員の定数は 181人から 198人に増

員されました。

令和 2年 4月 1日の消防職員数は 179人ですが、今後 6年程度をかけて増

員し、災害対応能力の更なる強化を図ります。

なお、国が示す「消防力の整備指針」に基づく消防職員の充足率について

は、令和元年度の調査では 174人 70.7%でしたが、198人に増員後は 79.5%と

なります。

３．水難救助隊の発足及び高機能救命ボートの配備について

消防本部では、河川における水難事故に対し、平成 26 年 4月から救助隊の

中から水難救助員を 12人選出し潜水作業を行ってきましたが、水難救助体制

の強化を図るため、水難救助活動に特化した野田市水難救助隊（隊員 15 名）

を令和 2年 8月 3日に発足しました。

また、令和 2年 3月には、総務省消防庁から、緊急派遣要請による近県の

水害被害地への出動や、台風や豪雨などによる浸水・冠水時の要救助者救出

のため、千葉県で唯一、高機能救命ボートが消防署関宿分署に配備されまし

たので、今後、水難救助隊の救助活動に活用してまいります。

なお、令和 2年第 5回野田市議会にて野田市一般職の職員の給与に関する

条例の一部が改正されましたので、水難救助隊の隊員に任命された職員に対

し、潜水作業手当 1件当たり 400円の特殊勤務手当が新たに支給されること

になりました。
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４．無人航空機ドローンの運用について

無人航空機ドローンを消防署に配備し、令和 2年 6月 15日から運用を開始

しました。

今後、水難救助現場における空中からの検索活動及び火災現場における延

焼状況の把握に活用してまいります。

５．新型コロナウイルス感染防止に伴う消防関係の諸行事・大会について

新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を図るため、消防団を含めた諸行

事や大会の中止が続いています。

主な消防団関係では、市内全分団員が一同に介する「消防団規律訓練」や市

内、東葛飾地区、千葉県、更には千葉県消防学校で開催を予定していた「消防

団消防操法大会」が中止となりました。

主な常備消防関係では、昨年度、平成 9年以来、22年ぶりに全国大会出場

入賞を果たした全国消防救助技術大会も中止（千葉県大会、関東地区指導会も

同様）となり、市民の方々に毎年度好評をいただいている「消防救急フェア

2020」、野田市文化会館で開催を予定していた「千葉県消防音楽隊フェスティ

バル」も中止を余儀なくされました。

今後は、毎年新春恒例の「野田市消防団出初式」についても、縮小開催を検

討しています。

６．新型コロナウイルス感染防止に伴う救急業務について

現在、野田市では、令和 2年 2 月 24 日の野田保健所からの対応事案以降、

全ての救急出動において、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施

し、救急業務を行っています。（隊員の感染予防装備、救急車内の養生を実施、

救急搬送後には救急車内の消毒作業を実施し使用資器材を廃棄）

なお、令和 2年 3月に国から新型コロナウイルス感染症により生じた事態

に対処するための防疫等作業手当の特例が示され、人事院規則が一部改正さ

れたことから、令和 2年第 4回市議会にて「野田市一般職の職員の給与に関

する条例」の一部が改正され、市民等の生命及び健康を保護するために緊急

に行われた措置に係る作業（救急業務含む）に対し、特殊勤務手当として防

疫手当が支給されることになりました。

７．市議会で答弁した「消防体制の今後への課題」について

令和 2年第 5回野田市議会において、「近年の消防活動状況と今後への課題」

について聞きたいとの一般質問がありました。

消防長より、喫緊の課題として「消防団を取り巻く諸課題」「救急出動件数

の増加に伴う日勤救急隊の運用」「若手職員の育成と強化」「新型コロナウイ

ルス感染症に対する救急隊の対応」の 4点を答弁しました。

具体的な答弁内容は下記のとおりです。
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１点目は、消防団を取り巻く諸課題です。

消防団については、大規模災害時の住民避難や大規模火災時の活動など大き

な役割を果たしていただいております。しかしながら、消防団員は全国的な減

少傾向にあり、野田市消防団につきましても令和２年７月１日現在６３４人で、

消防団条例定数８６０人に対し７３．７％の充足率となっております。これま

で実施して参りました消防団員確保の様々な施策にもかかわらず、依然として

減少傾向に歯止めがかからない状況にあります。

消防団員の減少につきましては、令和元年８月に再開した消防委員会におい

ても消防の抱える重要課題としてとらえており、団員の処遇改善として年額報

酬や出動手当の見直しや、より一層の消防団員確保の方策について議論してい

ただいております。また、団員数が７人以下の分団も存在し、災害現場で十分

な安全確保が困難な状況や、自治会と消防団の連携が必ずしもうまくいってい

ない分団がいくつかあることも事実です。

野田市の消防団が抱える諸課題の原因としましては、千葉県全体の平均と比

較しても分団(部)の数が多いことも一つの原因であると考えております。何れ

の課題も容易に解決できるものではありませんが、今後は、分団(部)の拠点数

や管轄区域の見直し、自治会と消防団の連携、更には、消防団員定数の見直し

について、課題ごとに順次消防委員会に諮問し答申をいただく予定でおります。

２点目は、救急出動件数の増加に伴う日勤救急隊の運用です。

救急出動件数は、高齢化の進展や不適切な利用等により年々増加し、現場

到着時間も毎年延びている状況です。このことから、救急件数増加等に伴う

組織や出動態勢の在り方を消防委員会に諮問したところ、「救急出動は昼間の

時間帯が多く、更に病院から病院への転院搬送件数は約５４０件で、出動件

数全体の６．４％であり、これも昼間に集中していることが大きな要因と判

明したことから、当面の対応として救急隊員３名による日勤救急隊を早期に

編成し運用を開始する」との答申を受けました。

このことから、日勤救急隊で運用する高規格救急車両の導入に向け、今議会

に補正予算を計上させていただいております。

また、現在の救急体制は、６署所に３係を置き、救急隊１隊あたり３人を配

置しておりますが、中央分署、北分署、関宿北出張所は、救急隊と警防隊の兼

務隊として勤務し、火災発生時には警防隊として出動するため、救急隊が欠隊

の状態となり、救急要請があった場合、他署所からの出動で対応しているとこ

ろです。このような状況から「将来的には救急需要の増加に伴う救急隊の専従

化を合わせて検討願います」との答申を受けたことから、今後、日勤救急隊が

運用開始され、出動状況などを検証した上で、救急隊の専従化にも取り組んで

参ります。

また、複雑多様化する各種災害に対応するため、組織の強化と出動体制や勤

務体制の見直しを図って参ります。

３点目は、若手職員の育成と強化です。
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経験豊富な職員が今後６年間で３３人の定年退職を迎える一方、条例定数改

正により採用職員数が増加し、年々、若手職員の比率が高くなってきておりま

す。更に、近年の災害は複雑多様化し、実災害での経験者が少なくなっていま

す。これらの課題を補い消防力の強化を図るため、昨年度から中堅職員による

若手職員育成プロジェクトチームと機関員養成プロジェクトチームを結成し、

それぞれ、各種教養や訓練を実施、災害現場での即戦力の養成に取り組んでお

ります。

４点目は、新型コロナウイルス感染症に対する救急隊の対応です。

新型コロナウイルス感染が疑われる救急出動時、感染防止対策として、感染

防止衣（上下）の着用をはじめとする装備を徹底するとともに、救急車内の汚

染防止シートによる養生、救急車内の換気、オゾン発生装置を使用した資器材

及び車内の除染作業を実施し、帰署後には汚染物の処理を行っております。当

初は救急隊や家族の感染への不安や収容先の病院が見つからないなどの訴え

がありましたが、標準感染予防策の有効性を繰り返し説明したり、野田保健所

との連携の強化により医療機関の受け入れ体制がスムーズになったことから、

現在、不安やストレスは軽減されております。

新型コロナウイルス感染症の終息は依然として見えない状況ですが、引き続

き災害対応を含む救急隊員の感染防止対策と健康管理の徹底に努めて参りま

す。

今後も、野田市消防本部としましては、職員一丸となり、市民の安心と安全

を守るため、これまで申し上げました喫緊の諸課題に正面から取り組み、更な

る消防体制の充実強化に努めて参ります。

と答弁しました。
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令和２年度第１回消防委員会 資料

令和２年８月１８日（火）

（１）消防団の現状と課題について

消防団は、「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に基づき、住

民有志により組織された消防機関であり、地域社会のニーズに応じて、火災対

応以外でも地域に密着した多様な活動を展開しています。

東日本大震災においても、大規模災害発生時における消防団の役割が再認識

され、消防団は、その「地域密着性」、「要員動員力」、「即時対応力」といった

特性を活かし、消火活動等をはじめとして、大規模災害時には住民の避難誘導

や災害防ぎょ等を行い、更に、地域防災の中核的存在として、平常時において

も地域に密着した活動を展開しており、消防・防災力の向上、コミュニケーシ

ョンの活性化にも大きな役割を果たしています。

しかしながら、今日の消防団は、人口減少、少子高齢化、被用者の増加等社

会環境の変化に伴い、団員数の減少に直面しており、野田市においても例外で

はありません。
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１．現状と課題

（1）消防団員数の推移

野田市の消防団員は、野田市消防団条例の定員８６０人に対し、平成２２

年は７８６人で充足率は９１％でしたが、、令和２年は６２７人で充足率は７

３％まで下がり、１０年間で１５９人、１８％減少しています。

過去10年の消防団員数

課題

・野田市においても人口減少とともに、団員数減少傾向が続いている。

・消防団員の減少が継続すると、大規模災害でのマンパワーが不足してしまう。

・消防団に限らず若い世代では、地域活動に参加する意欲が低下している。

・消防団に対する住民の理解が低下していると思われる。
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（2）消防団員の入団及び退団数

野田市の消防団員の入団及び退団数は、平成２２年からの１０年の間で７

年退団数が入団数を上回り、１０年間の平均では、入団数が５１人に対し、

退団数が６２人と、毎年１０人程度団員が減っている状況にあります。

過去10年の入団・退団数

課題

・依然として消防団員退団に歯止めがきかない。

・市内転居者は地域とのコミュニケーションが不足し、入団には応じてくれな

い。

・各地域によっては若手の担い手がいない。

・年間行事が土日に集中し、団員活動と仕事、家庭での両立が難しい。

・退団する理由については、個別に正確な把握ができていない。
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（3）各分団（部）の団員数

野田市消防団は旧関宿町との合併により８６０人を定数とし、団本部に団

長１名、副団長３名、女性消防団９名を置き、市内を中央・南・北・関宿の

４方面隊に分け、各方面隊にそれぞれ５名の幹部を置き、分団は３０分団２

６部に分かれ、各分団の定数は分団長を含む分団は１５人、その他の部は１

４人となっています。

令和２年度における各分団（部）の団員数の状況では、定数を満たしている

分団（部）は５６分団（部）中２分団（部）のみで、５４分団（部）が定数を

下回る状況となっています。

更に、１０人以下の分団（部）が２６分団（部）、７人以下の分団（部）が

６分団（部）で、最も少ないところは３人や４人の分団（部）もあり、常態化

しているような状況にあります。

（消防団員数過去５年間の経緯 参照）

課題

・3 人や 4人の分団では、災害出動の対応ができない。

・7人以下の分団では、警戒出動の際限定された人員となり、団員への負担とな

っている。

・1 分団の最低人員について、規定がない。

・少人数が常態化している分団も存在している。

・全体的に分団定数を下回っている。

・団員少数の分団は士気が低下している。

・団員数が確保できない分団は再入団で対応している。
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定　数 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年 令和２年

26 15 15 15 11 13

中央方面隊 5 5 5 5 5 5

第１分団 15 15 14 14 13 14

第２分団 15 14 12 13 11 10

第３分団 15 12 12 11 11 12

第４分団 15 15 14 9 10 12

第５分団 15 10 7 7 6 13

第６分団 15 10 9 10 10 10

第７分団 15 10 8 10 9 8

第８分団１部 15 14 13 12 9 10

第８分団２部 14 14 14 13 13 12

第８分団３部 14 9 8 8 8 8

第８分団４部 14 12 12 12 10 11

第９分団 15 12 13 13 12 11

第１０分団 15 15 15 15 13 10

第１１分団 15 13 13 13 11 10

第１２分団 15 14 14 15 14 13

南方面隊 5 5 5 5 5 5

第１３分団１部 15 9 9 7 8 8

第１３分団２部 14 8 8 8 8 6

第１４分団１部 15 14 14 14 13 13

第１４分団２部 14 4 4 4 3 3

第１５分団 15 13 13 15 15 15

第１６分団１部 15 14 14 13 13 11

第１６分団２部 14 13 13 11 10 12

第１７分団１部 15 14 14 14 14 14

第１７分団２部 14 13 13 14 12 9

第１８分団１部 15 14 14 14 14 12

第１８分団２部 14 8 8 9 7 7

北方面隊 5 4 4 5 5 5

第１９分団１部 15 9 12 13 13 13

第１９分団２部 14 11 9 11 11 11

第２０分団１部 15 13 13 10 10 10

第２０分団２部 14 14 14 12 12 13

第２０分団３部 14 13 9 9 6 6

第２１分団 15 15 15 13 11 13

第２２分団１部 15 13 13 13 13 13

第２２分団２部 14 13 13 12 13 12

第２２分団３部 14 13 13 13 11 11

第２２分団４部 14 11 10 11 11 9

第２３分団１部 15 12 11 12 13 14

第２３分団２部 14 12 13 12 12 12

第２４分団１部 15 13 13 14 13 13

第２４分団２部 14 14 14 14 14 13

関宿方面隊 5 1 5 5 5 5

第２５分団１部 15 15 13 13 14 13

第２５分団２部 14 11 10 9 10 10

第２５分団３部 14 13 13 13 13 12

第２６分団１部 15 10 10 12 11 9

第２６分団２部 14 12 11 10 8 9

第２６分団３部 14 13 13 13 9 9

第２７分団１部 15 14 14 14 11 11

第２７分団２部 14 14 14 15 15 15

第２７分団３部 14 14 14 14 11 8

第２８分団１部 15 10 10 10 10 10

第２８分団２部 14 11 9 8 7 4

第２９分団１部 15 12 12 12 12 12

第２９分団２部 14 8 7 7 6 7

第２９分団３部 14 8 8 8 11 10

第３０分団１部 15 8 10 10 9 8

第３０分団２部 14 14 14 14 10 10

860 706 690 684 638 627

100 82.1% 80.2% 79.5% 74.2% 72.9%

　消防団員数過去５年間の経緯

各年４月１日現在

充足率（％）

合　　計

中央

南

北

関宿

団本部
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（4）消防団員の就業状況

令和２年４月１日現在、消防団員の就業区分は、全団員６２７人中、被雇

用者が４３２人で６８．９％を占め、次に自営業者の１２６人、２０．１％

となっています。（約７割が被雇用者を占めている全国平均と同じ）

また、市外から市内への在勤者は７人いますが、市外への勤務者は２０３人

と、全体の３２．４％を占めています。

消防団員就業区分内訳 令和２年４月１日現在

区 分 団員数 割 合

被雇用者 ４３２人 ６８．９％

自営業者 １２６人 ２０．１％

家族従業員 ４８人 ７．７％

学 生 ３人 ０．５％

そ の 他 １８人 ２．９％

計 ６２７人 １００ ％

市内への在勤者

区 分 団員数 割 合

市 内 在 住 者 ６２０人 ９８．９％

市内への在勤者 ７人 １．１％

計 ６２７人 １００ ％

勤務地内訳

区 分 団員数 割 合

市 内 ４２３人 ６７．５％

市 外 ２０３人 ３２．４％

不 明 １人 ０．２％

計 ６３８人 １００ ％

課題

・被雇用者の消防団員割合は、野田市も全国平均と同様であり増加していくも

のと考えられる。

・被雇用者が消防団員として、入団しやすくかつ活動しやすい環境整備が必要。

・消防団活動の社会への浸透度が低く、事業所等の消防団への理解が難しい。

（令和 2年 8月現在消防団協力事業所２７社あり）

・市外勤務者は、勤務中での災害対応には出動できないことが多い。
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（5）東葛９市の比較

① 団員数等

野田市の消防団員数は、東葛９市の中では６２７人と一番多い団員数を誇

っていますが、団員定数が多いことから、充足率で比較すると７２．９％と、

浦安市に次いで二番目に低い状況となっています。

また、団員の平均年齢は３９．３歳と一番若い一方で、在籍平均年数は

９．０年と短くなっており、団員数減少の要因とも考えられます。

東葛 9市の消防団員 令和２年４月１日

団員定数 団員数 充足率 平均年齢 在籍平均年数

松戸市 640人 549 人 85.8% 43.8 歳 13.2 年

市川市 400人 336 人 84.0% 44.5 歳 13.0 年

船橋市 720人 623 人 86.5％ 43.2 歳 13.6 年

柏 市 631人 597 人 94.6％ 40.8 歳 8.8 年

流山市 300人 289 人 96.3% 42.9 歳 11.4 年

我孫子市 266 人 229 人 86.1% 40.7 歳 13.4 年

鎌ヶ谷市 177 人 151 人 85.3％ 42.1 歳 16.2 年

浦安市 230人 94人 40.9% 40.8 歳 5.5 年

野田市 860人 627 人 72.9％ 39.3 歳 9.0 年

課題

・消防団定数については、平成１６年度以降見直しを行っていない。

・充足率を高めるためには、団員定数の見直しを検討する必要もある。

・消防団員の在籍年数を延ばす方策を検討する必要がある。

・仕事との両立が難しいことから、平均在籍年数が短いと考えられる。
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② 年額報酬

年額報酬については、国の指導による（地方交付税単価）３６，５００円

を基準に、野田市においても団員報酬を３６，５００円とし、その他団員以

外についても順次それ以上の報酬として平成 26年度に改正して現在に至っ

ていますが、近隣市と比較すると、団員の報酬以外は殆ど低い状況となって

います。

しかしながら、野田市では団員数の 73.64%を占める班長、団員の報酬が近

隣市と同額もしくは同水準であるとともに、全ての階級の報酬は国の指導水準

を満たしています。

また、東葛９市の団員数に違いはあるが、年額報酬の合計支払い額は船橋市

に次いで多い支払い額となっています。

東葛 9市の年報酬 令和２年４月１日

団 長 副団長 方面隊長 副方面隊長 分団長 副分団長 部 長 班 長 団 員

松戸市 156,000 102,000 84,000 55,000 43,000 38,500 36,500

市川市 147,500 118,500 90,000 67,000 40,000 36,500

船橋市 159,000 127,000 127,000 95,000 95,000 76,000 53,000 39,000 36,500

柏 市 126,500 87,000 66,000 54,500 54,500 48,000 43,000 38,500 36,500

流山市 130,000 85,000 75,000 70,000 55,000 45,000 40,000 36,500

我孫子市 120,000 88,800 78,000 66,000 48,000 37,000 37,000 36,500

鎌ヶ谷市 138,000 106,000 84,000 52,000 41,500 38,500 36,500

浦安市 300,000 250,000 250,000 100,000 100,000 75,000 50,000

野田市 110,000 88,000 52,500 50,500 45,500 40,000 37,000 36,500

野田市 年額報酬割合

団 長 副団長 方面隊長 方面副隊長 分団長 副分団長 部 長 班 長 団 員

報酬額 110,000 88,000 52,500 50,500 45,500 40,000 37,000 36,500

支払合計

（千円）

110.0 616.0 420.0 1,919.0 1,365.0 2,240.0 4,101.0 14,528.0

割合(％) 0.43 2.43 1.66 7.59 5.40 8.85 16.21 57.43
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東葛 9市の年額報酬合計

松戸市 市川市 船橋市 柏 市 流山市 我孫子市 鎌ヶ谷市 浦安市 野田市

団員数(人) 549 336 623 597 289 229 151 94 627

支払合計

（千円）

21,254 14,259 27,105 23,576 12,915 10,133 6,522 8,221 25,300

課題

・現行の年額報酬が適正なのか、他市の状況や団員数を含めて報酬額を検討

する必要がある。
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③ 出動手当

出動手当については、国からは 1回当たり７，０００円（地方交付税単価）

の基準を示していますが、野田市では１回当たり２，２７０円と低い状況に

あります。

また、近隣市の状況では、火災出動手当が２，５００円～最大７，０００

円で、訓練・警戒出動手当も２，３００円～７，０００円となっています。

なお、火災出動については、１日かかる出動もありえますが、訓練出動・

警戒出動、いずれも半日以内の出動が実態となっています。

しかし、野田市の消防団の出動体制は各方面隊ごとにまとまっており、一

つの災害に対する出動分団数やその他出動の団員数が多数となり、全体的な

出動延べ人数は近隣他市と比較しても突出して多いことから、必然的に消防

団員への支給額も近隣市よりも多くなっています。

東葛 9市の出動手当 令和２年４月１日

火災出動 訓練・警戒出動

松戸市 3,000 円(4ｈ未満) 7,000 円(4ｈ以上) 2,500 円

市川市 2,500円(出動のみ) 7,000円(活動の場合) 2,500 円

船橋市 3,500 円(4ｈ未満) 7,000 円(4ｈ以上) 2,500 円

柏 市 3,500 円(4ｈ未満) 7,000 円(4ｈ以上) 3,500 円

流山市 一律 7,000 円 2,300 円

我孫子市 3,500 円(4ｈ未満) 7,000 円(4ｈ以上) 3,500 円(4ｈ未満)

7,000 円(4ｈ以上)

鎌ヶ谷市 一律 3,800 円 2,700 円

浦安市 一律 7,000 円 2,500 円

野田市 1 回 2,270 円 2,270 円

東葛 9市の出動延人数と出動手当の合計

松戸市 市川市 船橋市 柏 市 流山市 我孫子市 鎌ヶ谷市 浦安市 野田市

団員数

（人）

549 336 623 597 289 229 151 94 627

出動延人数

（人）

8,929 8,826 11,879 14,799 8,246 1,383 2,427 4,006 23,383

支払合計

（千円）

30,113 23,114 25,795 50,267 11,808 9,827 8,271 10,174 53,080
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課題

・出動手当額は他市より低いが、総額は他市よりも多い。

・出動延べ人数が他市に比べ突出して多い。

・各出動の時間は概ね半日以内である。
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（6）消防団員確保の取組み

消防団員数の減少を踏まえ、これまで下記に示すような様々な団員確保対

策に取り組んできましたが、依然として減少傾向に歯止めがかからない状況

にあります。

・各署所及び消防団器具置場や自治会館などに団員募集のポスターを掲示

・市ホームページや市報（毎年２月号）に団員募集を掲載

・消防救急フェア、防災フェアで団員募集ブースを開設

・救命講習会で団員募集のチラシやリーフレットを配布

・成人式に団員募集のチラシを同封

・自治会や消防後援会組織と連携し団員募集を啓発

・野田市消防団協力事業所表示制度の導入（7/1 現在 27事業所）

・グラフ野田に消防団特集を掲載し全戸配布（平成 26年 4月）

・消防団条例の団員任命要件に市内在勤者を追加

・市役所職員への入団促進依頼

・学生消防団員の勧誘（東京理科大）

・女性消防団員の入団促進

○消防組織検討会での意見

昨年度の消防組織検討会において、消防団員の確保については、これまでの

確保対策を継続しながら、団員の負担軽減が必要であると検討し、消防操法大

会の出場や日頃の訓練、警戒出動に対する意見が出されました。

【団員の負担軽減】

＜操法大会について＞

・各分団の出場回数は、出動回数がまちまちであり、少人数の分団は出場し

ていない分団もあることから、改めて検討すると意見が出ました。

・分団に委ねるのではなく、少なくとも方面隊単位で真に必要な訓練等を統

一し、更に効率的なスケジュールで実施すべきであると意見が出ました。

＜警戒出動について＞

・常に参集できるとは限らないことから、春や秋の火災予防運動、年末の巡

回等は、各分団で５人程度の班分けを行い、効率的に巡回するようなルー

ルを各方面隊で確立すべきではないかと意見が出ました。
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課題

・新たな消防団員確保の取組が必要である。

・市民に対して、消防団の活動や魅力等を理解してもらうアピールが不足して

いる。

・学生消防団の勧誘を実施したが入団に応じてもらえない。

・消防組織検討会において、地域の実態に合った確保対策について、十分に議

論が出尽くしたとは言えない。
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（7）消防団員の定数と分団数

野田市消防団は８６０人を定数とし、中央・南・北・関宿の４方面隊に５６

の分団（部）で構成され、各分団では分団長を含む分団は１５人、その他の部

は１４人を定数としています。

消防団員の定数については、国が定める消防力の整備指針第３６条により、

「地域の実情に応じた必要な数」となっています。

このことから、野田市の消防団員数について、千葉県内の消防団を確認し、

比較検討を行いました。

○千葉県内の消防団員数と野田市消防団の比較

（千葉県内の消防団の状況は次ページ表のとおり）

千葉県内の消防団は、管轄する人口や面積により、分団の数や団員の数に大

きな開きが生じています。

令和 2 年 4 月 1 日現在、県内全体の消防分団数は合計で１，７１１分団、

団員数は２４，５２２人、団員定数は２８，０２２人となっています。

この分団数、団員数を野田市と同規模程度の人口１６万人に換算した場合、

管轄面積は１３０．５３㎢と野田市の１０３．５５㎢を上回りますが、分団数

は４３分団、団員数は６２１人、団員定数は７１１人と、野田市の分団数、団

員数、団員定数は、いずれも比較的に多い状況であることがわかりました。

千葉県内人口１６万人換算との比較

人口 面積（㎢） 分団数 団員数 定員数

野田市 １５４，３３０ １０３．５５ ５６ ６２７ ８６０

(16 万人換算) １６０，０００ １３０．５３ ４３ ６２１ ７１１

課題

・消防団員定数や分団数について、今後も現行のままで良いか、検討する必要

がある。

・団員数が少人数で活動が危ぶまれる分団がある。

・消防団員の定数は、地域の実情に応じた必要な数とされ、明確な根拠がない。



15

千葉県内の消防団 （令和２年４月１日）

消防本部名 人口 面積（㎢） 分団数 団員数 定員数

千葉市 ９７３，１２１ ２７１．７８ ７３ ７００ ８４０

市川市 ４９１，８２１ ５６．３９ ２３ ３３６ ４００

銚子市 ５９，９２０ ８４．２０ ３８ ４８９ ５７９

船橋市 ６４０，６９５ ８５．６２ ５９ ６２３ ７２０

安房郡市広域 １２１，７４６ ５７６．５０ １１４ ２，０８２ ２，３４３

木更津市 １３５，４００ １３８．９５ ３７ ４９８ ６００

香取広域 １０３，３８７ ３８１．４０ １９３ １，９６５ ２，０４７

長生郡市広域 １４７，８４６ ３２６．９８ １０８ １，４０１ １，４９１

野田市 １５４，３３０ １０３．５５ ５６ ６２７ ８６０

松戸市 ４９８，３４５ ６１．３８ ４２ ５４９ ６４０

習志野市 １７３，８５５ ２０．９７ ８ １５６ １９２

柏市 ４３１，２９５ １１４．９０ ４３ ５９８ ６３１

我孫子市 １３２，００２ ４３．１５ ２１ ２２９ ２６６

佐倉･八街･酒々井 ２６４，５９１ １９７．６４ ９１ １，２５７ １，４５８

成田市 １３９，１４６ ２３３．７４ １１０ １，４２２ １，５３５

匝瑳･横芝光 ５９，３４８ １６８．５３ ４１ １，０６７ １，１３２

流山市 １９６，６５２ ３５．３２ ２３ ２８９ ３００

市原市 ２７４，７８０ ３６８．１７ ８７ １，３８８ １，６３３

八千代市 ２００，２７５ ５１．３９ １３ ２８５ ３０９

山武郡市広域 １８０，７０８ ３６１．６７ １３８ ２，３２１ ２，７５３

旭市 ６４，９８９ １３０．４５ ４７ ７５２ ７６９

君津市 ８３，４９９ ３１８．８１ ４４ ８５６ ９６０

鎌ヶ谷市 １０９，９４８ ２１．０８ ８ １５１ １７７

富津市 ４３，７９９ ２０５．５３ ２８ ４８７ ５５２

夷隅郡市広域 ７０，８１７ ４０６．１８ １１８ １，７５２ １，９８２

四街道市 ９４，８６５ ３４．５２ １７ ２５３ ３００

浦安市 １７０，９７８ １６．９８ ４ ９４ ２３０

印西地区 １６７，１０１ １５９．２７ ６８ ８７６ １，１２４

袖ヶ浦市 ６４，５２２ ９４．９３ １８ ３９５ ４６７

富里市 ５０，１６３ ５３．８８ １９ ３７２ ４３０

栄町 ２０，３８４ ３２．５１ ２２ ２５２ ３５２

千葉県合計 6,320,328 人 5,156.37 ㎢ 1,711 24,522 人 28,022 人

県（31）平均 203,882 人 166.33 ㎢ 55 791 人 906 人

(16 万人換算) （160,000 人） （130.53㎢） （43） （621 人） （711 人）



令和２年第１回消防委員会 資料

令和２年８月１８日（火）

（２）消防組織検討会委員の一部変更について

消防組織検討会の委員について、消防団退団者が出たため、野田市消防委員

会条例第７条第３項に基づき新たに推薦しますので指名願います。

退任：増茂健一 南方面隊 17分団 2 部副分団長（令和２年３月３１日退団）

新任：宮沢達也 南方面隊 14分団 1部分団長 （任期は残任期間とする。）

【改正：消防組織検討会】

任 期：令和元年９月１日～令和３年８月３１日

選 出 氏 名 役 職 等 備 考

消防職員 内藤 浩幸 司令長 会 長

佐塚 和昭 司令 副会長

片野 剛 司令

竹之内義和 司令

藤井 正則 司令

川田 晋司 司令補

野本 恵一 司令補

井上 淳一 司令補

消防団員 上原 康永 中央方面隊 方面分団長

中村 浩二 中央方面隊 方面分団長

蓮沼 与一 南方面隊 方面副隊長

宮沢 達也 南方面隊 14分団 1部分団長

野島 洋一 北方面隊 方面分団長

中島 清彦 北方面隊 方面分団長

稲橋 嘉彦 関宿方面隊 方面副隊長

篠崎 雅行 関宿方面隊 方面分団長



